
（新規）遠野市木づかい事業費補助金（新規）遠野市木づかい事業費補助金

遠野の木材を使うことで、

・遠野の山の森林整備が進
むようになる。

・遠野の山に興味を持って
もらえるようになる。

目的

成⾧量＞供給量（伐採量）
国産材は、まだまだ使える！

事業内容

補助対象となる
木材使用量

補助金額
（使用量に応じて）

補助額
（上限）

5㎥以上 2万５千円/㎥ 100万円

・市内に建築する新築または増築、リフォームを対象とし、
市内に住所を有する者または市内移住者等が申請者である
こと。

・主たる事業所が市内にある事業体により建築されること。

・一般住宅の他、倉庫や法人等が建築する事務所も同補助
対象とする（ただし、別補助金充当建築物は除く）。

①の建築物１件につき

３万円

例：20㎥使用した場合50万円、 30㎥使用した場合75万円


